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令和８年６月５日（金）に市内医療機関から食中毒患者等発生届があり調査を開始し、本日、

下記のとおり食中毒と断定しました。                      

 

記 

 

１ 発 症 日 時 令和８年５月２９日（金）午前６時頃～６月１日（月）午前７時頃 

２ 発 症 者 ２グループ ３名（女性３名、２０歳代） 

        うち通院３名 ※現在、快方に向かっています。 

３ 主 症 状 下痢、腹痛、発熱（平均 39.3℃）等 

４ 病 因 物 質 カンピロバクター 

   ５ 原 因 食 品 令和８年５月２６日（火）に提供された料理 

           主なメニュー：塩だれキューリ、ホルモンねぎ盛ポン酢、やきとり（砂肝）等   

６ 原 因 施 設 施設名称  鳥貴族 郡山なかまち夢通り店 

           所在地   郡山市中町 5-19 みづとくビル 1 階            

営業者氏名 株式会社鳥貴族東日本 

許可業種  飲食店営業 

   ７ 行 政 措 置 食品衛生法第６０条第１項に基づく営業停止 

令和８年６月１０日から６月１２日（３日間） 

 

 

 

            

 

 

   参 考 令和８年食中毒発生状況（令和８年６月１０日現在、本件を含まない） 

       郡山市    ２件    １０名 

福島県内 １２件  １０５名 

 

 

 

2026 年６月１０日 

郡山市保健所 

生活衛生課 

課長 佐藤 康裕 

TEL：924-2099 

郡山市保健所管内における食中毒事件の発生について 
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